
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

五

七

号

内
閣
衆
質
一
九
二
第
五
七
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
パ
リ
協
定
の
批
准
案
の
閣
議
決
定
の
遅
れ
た
理
由
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
パ
リ
協
定
の
批
准
案
の
閣
議
決
定
の
遅
れ
た
理
由
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
は
、
パ
リ
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
を
重
視
し
て
お
り
、
迅
速
な
締
結
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
考
え
の
下
、

協
定
が
署
名
の
た
め
に
開
放
さ
れ
た
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日
（
現
地
時
間
）
に
署
名
を
行
い
、
協
定
の
国
内
に
お
け

る
実
施
に
係
る
検
討
を
進
め
る
等
、
可
能
な
限
り
迅
速
に
締
結
に
向
け
た
作
業
及
び
調
整
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
上
で
、
第

百
九
十
二
回
臨
時
国
会
に
お
け
る
審
議
日
程
等
を
踏
ま
え
て
、
同
年
十
月
十
一
日
に
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を

求
め
る
閣
議
決
定
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
（
平
成
六
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
回
締
約
国

会
議
に
併
せ
て
、
協
定
の
第
一
回
締
約
国
会
合
の
三
十
日
前
ま
で
に
協
定
を
締
結
し
た
国
等
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
る
同
会

合
の
日
程
は
現
時
点
で
は
未
定
で
あ
る
が
、
協
定
を
実
施
す
る
た
め
の
指
針
等
の
策
定
の
た
め
の
交
渉
は
、
既
に
、
我
が
国

を
含
む
条
約
の
全
て
の
締
約
国
に
よ
り
行
わ
れ
て
お
り
、
我
が
国
と
し
て
も
交
渉
に
積
極
的
に
貢
献
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
、
条
約
第
二
十
二
回
締
約
国
会
議
の
際
に
行
わ
れ
る
も
の
も
含
め
、
交
渉
は
、
協
定
の
発
効
後
も
、
引
き
続
き
同

一



様
に
条
約
の
全
て
の
締
約
国
に
よ
り
行
わ
れ
る
方
向
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、
一
日
も
早

い
協
定
の
締
結
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。

二


